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就学援助制度について 

就学時健診の折に配付されました「就学援助」の希望がある世帯についてはなるべく早く「就学援助

申請書兼世帯票・委任状・口座振込依頼書」を提出して下さい。 

新入学用品費の支給ができるのは４月中までに受理された申請書になりますのでご注意下さい。 

申請書の紛失やご不明な点があれば、学校又は⾧与町教育総務課までお願いします。 
 

 

 

 ⾧与町教育委員会では、小・中学校に在学するお子さまの学用品費や学校給食費等の費用の一部を 

援助し、保護者の皆さまの経済的負担を軽減する「就学援助制度」を実施しています。 
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